
 

建 築 物 石 綿 建 材 事 前 調 査 ・ 除 去 費 用 の 国 民 へ の 周 知 と 国 民  

負 担 軽 減 措 置 を 求 め る 意 見 書  

 

 ２ ０ ２ １ 年 に ア ス ベ ス ト 関 連 法  (大 気 汚 染 防 止 法・石 綿 障 害 予 防 規

則 )の 改 正 に よ り 、 解 体 改 修 時 に ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の 事 前 調 査 が 義

務 化 さ れ 、一 定 規 模 以 上 の 工 事 で は 事 前 調 査 結 果 の 報 告 も 義 務 化 さ れ

ま し た 。国 は 規 制 の 強 化 を 打 ち 出 し て い ま す が 、調 査・除 去 費 用 は 建

物 所 有 者 が 負 担 す る こ と に な り ま す 。多 く の 国 民 が ア ス ベ ス ト の 健 康

被 害 、ア ス ベ ス ト 関 連 法 改 正 、そ し て 調 査・除 去 費 用 の 施 主 負 担 を 知

り ま せ ん 。国 民 全 体 の 課 題 と 捉 え 、国 民 へ の 周 知 を 行 う べ き と 考 え ま

す 。  

ま た 負 担 額 も 相 当 な も の に な り 、 そ の 負 担 を 避 け よ う と 、 無 届 け 、

違 法 工 事 が 横 行 し て し ま え ば 、周 辺 住 民 や 建 設 工 事 従 事 者 の 健 康 被 害

は 計 り 知 れ ま せ ん 。国 の 補 助 制 度 と し て 、社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 の

「 住 宅・建 築 物 安 全 ス ト ッ ク 形 成 事 業 」が あ り ま す が 、対 象 建 材 が 吹

付 け 材 (レ ベ ル １ )な ど に 限 定 さ れ 極 め て 不 十 分 で す 。石 綿 建 材 の 多 く

が 成 形 板 (レ ベ ル ３ )で あ り 、戸 建 て や 小 規 模 ビ ル 等 で は 使 え な い 制 度

と な っ て い ま す 。  

 

つ い て は 、 国 に お い て 、 次 の と お り 対 策 を 求 め ま す 。  

 

１  国 は 、 国 民 に 対 し 、 ア ス ベ ス ト の 健 康 被 害 、  ア ス ベ ス ト 関 連  

法 改 正 を 周 知 徹 底 し て く だ さ い 。  

２  国 の 「 住 宅 ・ 建 築 物 安 全 ス ト ッ ク 形 成 事 業 」 に あ る 「 住 宅 ・ 建  

築 物 ア ス ベ ス ト 改 修 事 業 」 に つ い て 、 一 般 住 民 が 使 え る レ ベ ル ３  

ま で の 調 査 ・ 除 去 費 用 の 助 成 （ 補 助 ） 制 度 を 求 め ま す 。  

 

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 し ま す 。  

 

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ４ 日  
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参 議 院 議 長  殿  

内 閣 総 理 大 臣  殿  

財 務 大 臣  殿  

厚 生 労 働 大 臣  殿  



環 境 大 臣  殿  

国 土 交 通 大 臣  殿  


